
  

教育部学校教育課ほか 

事業費：64,198 千円 
（うち 5,305 千円は第 5 号補正計上） 

 
 
 
 
  学校等における感染症対策を徹底することで、感染症リスクを最小限にしながら学びを保障する体制を整備する。 

市立小中高等学校に、児童生徒数に応じて１校あたり 100～300 万円で感染症予防の消耗品、備品等を整備する。また、夏季休業期間の短縮に伴う学校給

食調理場の熱中症対策（第５号補正）を実施する。さらに、市立幼稚園においても１園あたり上限 50 万円で感染症予防の消耗品、備品を整備する。 

 

 
 

 小学校  35校 43,000千円（1,000千円×25校、1,500千円×４校、2,000千円×６校） 

 中学校  13校 17,000千円（1,000千円×８校、1,500千円×２校、2,000千円×３校） 

 高等学校 １校  3,000千円 

  合計  49校 63,000千円（1/2は学校保健特別対策事業費補助金） 

 幼稚園   4園  1,198千円（500千円×４園－県実施分802千円） ＊全額教育支援体制整備事業費補助金 

 

事業の概要 

事業内容・事業費内訳等 

学校保健総務管理事務事業  
国分中央高校維持管理事業  
幼 稚 園 維 持 管 理 事 業 

【１校（１園）あたりの事業費】 

●小中学校 ・1～300 人 100 万円  ・301～500 人 150 万円  ・501 人以上 200 万円 

●高等学校 ・701 人以上 300 万円  ●幼稚園 ・50 万円／園（ただし、県実施分を含む） 


